平成２１年５月 １日

三光幼稚園保護者　様

三光幼稚園園長
新型インフルエンザ発生に伴う対応について
新型インフルエンザに伴う対応については、佐賀県新型インフルエンザ対応行動計画では県内（隣県含む）で新型インフルエンザが発生した場合、県からの要請により臨時休校を行うこととしているところです。
しかし、今回発生している新型インフルエンザは弱毒性であると考えられていることから、平成２１年５月１日の佐賀県新型インフルエンザ対策本部会議において、下記のとおり取り扱うこととされましたので、お知らせします。
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なお、学校内連絡体制及び協議体制や家庭内での対策等については、次のとおりですので、よろしくお願いします。
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・冷静に対応してください
· 佐賀県では、相談窓口として24時間受付の発熱コールセンター
（０１２０－８２－１０２５）が開設されています。
（感染防止の為に病院に行く前に必ず電話でコールセンターに相談しましょう）
・感染予防のために、うがい、手洗い、マスクの着用が効果的です
・万が一感染してもタミフルなどの抗インフルエンザ剤が有効です
・長期保存できる食料や生活必需品などを備蓄しておくと安心です
・豚肉は食べても安全です
各学校において、職員又は児童・生徒に一人でも感染者が出た場合


学校単位で休業要請を行う。


　・１０日間の休校（休園）


・本人及び家族の外出自粛要請と健康観察の実施


・職員又は児童・生徒に対する健康観察の実施


　　


※なお、県内発生後の感染拡大状況、毒性の変化（感染者の症状の重さ）


などによって、必要に応じて対応を見直すことがある。











園内の連絡体制・・・緊急連絡網を使い周知徹底する。


保護者への緊急連絡体制・・メール配信を使った一斉連絡とクラスごとの連絡網


HPに重要情報は掲載する





園内連絡・協議体制





家庭での対策・相談窓口
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学校等の臨時休業








